
ガス・石油燃焼機器（家庭用）における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和８年２月６日

一般社団法人日本ガス石油機器工業会



１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年１０月１５日～１１月１０日

・調査企業：日本ガス石油機器工業会の正会員企業７７社

・回答企業：２４社

・回答率：３１.２％
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【分析結果・今後の課題】

・労務費やサプライチェーン全体での適正な価格転嫁については、96％の企業が対応できている。

・一方で、すべての取引先と協議している企業は21％、多くの取引先と協議している企業は54％、一
部の取引先のみが25％となっている。協議自体は行われているものの、すべての取引先との協議比率を
さらに引き上げる必要がある。

・労務費の転嫁については、「全て反映」「概ね反映」が合わせて96％を占めていた。
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設問7．2025年度に適用する単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）の各変動コスト増加分をどの程度反映で
きましたか。

設問4．2025年度に適用する単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）と協議を実施しましたか。
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全ての仕入先（発注先）と協議した（100%）
多くの仕入先（発注先）と協議した（99～81%）
一部の仕入先（発注先）と協議した（80～41%）

あまり協議しなかった（40～1%）
全く協議しなかった（0%）

10
13

1
0
0
0

0 2 4 6 8 10 12 14

全て反映した（100%）
概ね反映した（99～81%）
一部反映した（80～41%）

あまり反映しなかった（40～1%）
反映しなかった（0%）
減額した（マイナス）



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

・取適法改正に伴う自主行動計画を早急に見直し、会員企業への説明会や定例
会議等様々な機会を活用し、経営層も含め、価格交渉促進月間の取組や自
主行動計画の徹底を図るべく普及啓発活動を実施する。

・フォローアップ調査結果を会員企業にフィードバックするとともに、会員
企業の担当者等を対象に、課題を明確に提示して改善を促す。

・「パートナーシップ構築宣言」登録を促す。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件

【分析結果・今後の課題】

・支払い条件については、「全て現金払い」が63％、「一部現金払い」が16％、「全て手
形等による支払い」が21％であった。

・2026年1月1日以降の取引の支払い方法については、「現金払い」が88％、「電子決済」
が12％との回答であった。

・ 2026年1月1日以降の約束手形の利用廃止に向けては、早急に自主行動計画を見直すと
ともに、徹底プランの普及啓発活動（3月・9月）と連動して対応を徹底する。
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設問10．直近1年間で、現金払い（製品等の受領日から60日以内の現金払）の割合はどれくらいですか。

【設問と回答】

15

1

2

1

0

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

全て現金払い（100%）

現金は50％以上

現金は30～50％未満

現金は10～30％未満

現金は10％未満

全て手形等の支払い（現金0％）



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・「全て手形等による支払い」が依然として21％存在している。2026年1月1日以降の取引における
支払い方法については、現金払いが88％、電子決済が12％との回答であったことから、現金払い
や電子決済への移行を一層促進する必要がある。

・2026年1月1日以降に発注する取引については、発注した物品等の受領日から起算して60日以内に定
める支払期日までに代金を支払うことの徹底が求められる。また、約束手形の取扱いがある場合に
は、2026年1月1日以降の取引での利用廃止に向け、取引適正化法の改正に伴う自主行動計画の早急
な見直しを行う。その上で、会員企業への説明会や定例会議など多様な機会を活用し、経営層も含
めた自主行動計画の徹底を図るための普及啓発活動（3月・9月）を実施する。



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③減額要請

【分析結果・今後の課題】

・減額要請については、「減額要請をしたことがない」が96％、「減額要請をしたことが
ある」が4％であった。今後は、減額要請を行わないよう、さらなる改善を図る必要が
ある。
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【設問と回答】
設問８．直近1年間で、取引を行う仕入先（発注先）との取引について、歩引きやリベート等により、発
注時に定めた代金から差し引いた若しくは支払代金の割り戻しを要請した（以下、「減額要請した」と
いう）ことはありますか。

設問９．歩引きやリベート等の減額要請を行うにあたり、仕入先（発注先）のために実施した行為につ
いてあてはまるものをお答えください。

・「減額要請をしたことがない」と回答した企業は96％であった。一方、「減額要請をした
ことがある」と回答した企業は4％であった。

・特になし



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

・取適法改正に伴う自主行動計画を早急に見直し、会員企業への説明会や定例
会議等様々な機会を活用し、経営層も含め、客観的な経済合理性や十分な
協議手続きを欠く減額要請を行わないことを含む自主行動計画の徹底を図
るべく普及啓発活動を実施する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

・取適法改正に伴う自主行動計画を早急に見直し、会員企業への説明会や定例会議
等様々な機会を活用し、経営層も含め、型の保管料の支払いなどを含む自主行動
計画の徹底を図るべく普及啓発活動を実施する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑤知財取引

【分析結果・今後の課題】

・知財取引については、「すべての企業で実施」が4％、「多くの企業で実施」が
13％、「一部の企業で実施」が38％であった。一方、「あまり取り扱いがない」
が17％、「知財を取り扱う取引がない」が29％となっている。

【課題を踏まえた今後のアクション】

・説明会等を実施し、更なる普及啓発を図る。
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設問16．直近1年間で、知的財産等を含む取引において適正な取引を実現するための取組（以下、単に
「取組」という。）を実施した取引先企業の割合をお答えください。

【設問と回答】
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全ての企業と知的財産等を扱う取引がある（100%）

多くの企業と知的財産等を扱う取引がある（99～81%）

一部の企業と知的財産等を扱う取引がある（80～41%）

あまり知的財産等を扱う取引はない（40～1%）

知的財産等を扱う取引はない（0%）







３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・自主行動計画及び徹底プランの普及に向けた取組の予定
今回のアンケート調査の結果および取引適正化法（取適法）の改定内容を踏まえ、
自主行動計画を早急に見直す。

・型取引の適正化に向けて
特にガス石油機器製造業は数多くの型を保有しており、型保管費用の支払いなど
に関する課題が重要であることを明確に示し、会員企業への啓発を強化する。
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